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神奈川県議会における『看護』の 3 分 54 秒から 

～名前の決まらない彼ら彼女らを忘れないで～ 

2025(令和７)年 12 月 23 日 

髙橋 あゆ佳 

１．私の疑問から生まれた２つの問い 

 2025(令和７)年 2月 21 日、私が tvk(テレビ神奈川)で神奈川県議会を観ることから始まる。 

立憲民主党・かながわクラブの市川さとし議員がした看護に関する質問は以下である。「高齢化の進展

に伴い、医療機関や在宅医療、介護施設等の様々な場面において、看護職員のニーズは今後ますます増大

すると見込まれます。県内の看護職員のさらなる人材確保に向け、看護師を目指す若者が増加するよう、

県としても取組を強化すべきと考えます。」そして、神奈川県健康医療局足立原局長の答弁の主旨は以下

である。「看護職員のさらなる確保に向けた若者への広報について、看護の仕事や資格取得方法などを具

体的に紹介した冊子「やさしさがキャリアになる」を 10 年ぶりに全面リニューアルし、今年は取組を拡

大して県立高校２年生約７万人に配付し、今後も引き続き、看護師を目指す若者が増加するよう、着実に

取り組んでまいります。」詳細を知りたいと考えた私は、神奈川県立図書館で会議録 1)を読むこととし、

さらに神奈川県看護協会が神奈川県へ提出した要望書 2)を確認した。要望書には、 

1． 看護職員確保のための賃上げの実現について（新規） 

2． 神奈川県ナースセンター事業に係る委託費の適正化等について（新規） 

3． 中小医療機関における看護師の継続教育に係る仕組みづくりと財政措置について（継続） 

4． 潜在保健師の就業促進に向けた取組み及び統括保健師の配置に向けた働きかけについて（新規） 

の４項目が書かれ(2-9) 2)、神奈川県看護協会は県へ 1．に看護職員、2．に看護補助者(看護助手)、4．に

保健師の人材確保を訴えていた。神奈川県は市川さとし議員の 1．看護職員のうちの看護師の確保(市川 

249-250) に対し、広報を取り組むという回答(足立原 252) 1)をしたが、神奈川県は神奈川県看護協会へ県

が「看護職員のさらなる賃上げについて国に働きかける」ことを書面で回答した(1)3)。私は要望書 2)につ

いて、看護補助者はなぜ看護職員と分けられたか、なぜ看護補助者は人材確保のみであったか、人材確保

のために看護師は賃上げを要望したが最低賃金に近い看護補助者はなぜ賃上げを要望しなかったか、そし

てそれはどのような経緯であるかを疑問に感じた。さらに、神奈川県立図書館の Lib活のテーマで説明さ

れた「労働」「福祉」「多文化」等は「看護」に当てはまると感じ、上記の疑問を２つの問いに要約し今回

調査する。１回の 3分 54 秒という短い県議会での時間を

学び深め、私の疑問を全て解決し、その所感を、かなが

わに生きる私として、ここに記す。 

２．レポートの対象 

彼ら彼女らとは、看護補助者という看護助手である。

名称は、看護補助者と看護助手の他、看護アシスタン

ト、ナースエイド、メディカルケアワーカーなど、医療

機関によってさまざまである 4)。看護助手の分類は国際労

働機関と異なり 5)、厚生労働省や日本看護協会の定義にお

いて看護職員に含まれず看護要員に含まれる(表１)。2025(令和７)年 10月 20 日、私の厚生労働省への電
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話インタビュー調査では、国として認める看護助手の資格は現状無く、個人の判断に委ねられるという回

答であった。以下、本レポートの年表である。最初の名前である「看護助手」で表記する。 

看護助手は、看護師の指示の下、看護補助業務を行う。看護とは、イタリア生まれ 6)7)のフローレン

ス・ナイチンゲールがクリミア戦争の経験を基にイギリスで教えた教育と訓練を専門職業として独立させ

たものである 8)。大きく、環境、整頓、食事、清潔、衛生、コミュニケーション、観察を看護とし 9)、こ

れを助ける業務を看護補助業務と呼ぶようだ。湯槇は看護に専念できるように短期間の教育をした人を助

手、または補助者として加える必要が考えられると述べた(3)10)が、看護協会に看護助手は含まれない

11)。1985(昭和 60)年、厚生省「看護体制検討会」の答申発表後、民間会社による「看護婦さんを雑用から

解放し、質の高い看護に専念させる」などの宣伝にのせられて、自らの手で看護というものを看護助手へ

委ねた記述がある 18)。1989(平成元)年に出入国管理及び難民認定法の改正があり 19)、1994(平成 6)年に看

護婦不足を補うために比やマレーシアから 1万人が来ていた 20)が、

2006(平成 18)年にも日比経済連携協定の交渉や 2009(平成 21)年の協

定利用で比看護師 21)と比看護師候補者が看護補助業務でも国内へ入っ

ている 19)20)。人手不足を解消し看護婦が専門性を発揮できるよう段階

的に看護助手へ業務を分担していく。看護助手は患者の治療が最善と

なるように働いている(表２）。2025(令和７)年 10 月 24日の私の国際

協力機構への電話インタビュー調査では、看護助手の海外派遣は無く、国内で協力している。 

３．１つ目の問い「なぜ看護助手は要望書で分けられ議論されなかったか？」の根拠 

1950(昭和 25)年の完全看護という診療報酬では看護婦と看護助手を区別していなかった 21)が、基準看

護へ変わり、看護婦と分けられ、看護婦：准看護婦：看護補助者＝４：４：２の点数配分 20)22)となった。

求めに応じ、1983(昭和 58)年に看護の点数の一部が明らかにされた。翌年、看護婦は現状の点数の配分

４では看護婦の人件費が原価補償されない 22)ことを更に訴え、労働の人手を失わないように、「特類」と

いう点数の分類の新設に至った 22)。1986(昭和 61)年、小林により米国の「看護婦不足に関する経済学的

見解」に記述される「看護婦不足を改善する唯一最良の解決策は、看護婦の給与を他の労働者と比較して

上昇させることにある」(71)を訳した本 24)が出版された。日本は終身雇用で米国の看護師は派遣労働 25)

だが、人材確保の解決策として日本で受け入れられたと考える。それはさらにこの翌年、厚生省「看護制
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度検討会」の答申で、医療費の国庫支出の削減と医療業界の再編動向にあわせたアメリカ型看護制度の後

追いを真似るように狙った 26)と思われたことが追い風となり、経済学的見解が受け入れられたと考える。

法律では、1992(平成４)年公布の「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」に看護職員は入り、看護助

手は入っていない事実がある。上記より、看護婦は米国の経済学的見解と日本の法を組み合わせ、人材を

確保するために賃上げを訴える方法を取り 27)、看護助手は 2024(令和 6)年の要望書 2)の 1．と 2．で分け

られたと考える。分け整理された要望を聞き取った議員は、神奈川県の看護職員の定義 28)とも合わせ、2

月 21 日県議会において、都道府県免許の准看護師と民間資格や無資格の看護助手が、診療報酬点数と人

数の配分４割、米国の経済学的見解、法律に当てはまらないことから、看護師を選び発言したと考える。 

４．１つ目の問い「なぜ看護助手は要望書で分けられ議論されなかったか？」の論述 

同じ病院で同じ看護に携わる者でありながら看護の全員が議論に含まれないことに対し、なぜ県民であ

る私たちは違和感を持たずそのままであったかだが、これは神奈川県の看護行政の歴史に答えがある。 

ドミニコ会は看護の職業化前に「世話」をしていた 29)が、日米ともにナイチンゲールが職業化した英国

の看護をその範として仰いでいる 30)。米人宣教師トイスラーによって設立された診療所(のちの聖路加国

際病院)が東京市の設立した保健館（現中央区保健所）へ公衆衛生看護部の事業を移した 1935(昭和 10)年

32)、神奈川県には県立の看護婦養成所があった 8)。これに遅れたが、1938(昭和 13)年に厚生省が誕生する

32)34)。1941(昭和 16)年からの戦争 8)12)で聖路加国際病院は看護師を比マニラ市に派遣した 35)。1945(昭和

20)年の終戦に伴い、聖路加国際病院はＧＨＱに接収された 36)。日本は占領状態となり、ＧＨＱ(連合国軍

総司令部 8))／公衆衛生福祉局(ＰＨＷと略)の初代看護課長オルト大尉は東京都内から近県にも足をのば

し視察調査をする 33)。8月 21 日、ＧＨＱ側から要請がありＧＨＱ本土進駐の最初の地点は厚木市と横須

賀市になると明らかにされた。8月 22日に外務省が主体となり横浜地区占領軍受入設営委員会をつく

り、8月 28日にＧＨＱが横浜に設置された 33)36)。９月にＧＨＱ公衆衛生福祉部看護課が設置され、

1946(昭和 21)年 5 月からオルト初代課長は看護制度改革に着手 33)し、約３か月間、看護婦再教育の指示

を出す 33)。そして連合国軍看護婦による看護教育が始まった 33)。オルトの指示は、その後オルソンへ引

き継がれている 33)。1948(昭和 23)年 7 月、ＰＨＷの影響と考えるが厚生省は改組され、厚生省に医務局

看護課(初代課長保良せき)が設置された 8)32)。神奈川県は最初の設置県ではないが、12月にＧＨＱから衛

生部看護指導所(初代所長河村郁)が設置される 8)32)。1954(昭和 29)年に看護指導所に配属された岩間節子

はＧＨＱ占領中に看護婦となり、その後ＧＨＱの要望で神奈川県庁の看護係となり 11)34)、県政で 4 年制の

看護大学校を立ち上げる 34)。看護行政は全国的にＧＨＱにより改革されたが、神奈川県はＧＨＱの影響を

強く受けている 11)。1991(平成 3)年にもオルソンの来日があり、現在でもＧＨＱは日本の看護行政を見て

いる 35)と考えられる。半世紀にわたるＧＨＱの看護行政への影響により、ＧＨＱの考え方と方法が私たち

に染みつき、私たちは違和感をいだかなかったのかもしれない。私は、生活に関わる賃金は理論があった

としても全員を議題にのせるべきだと考える。 

５．２つ目の問い「看護助手はなぜ賃上げを要望されなかったのか？」の根拠 

 要望書 2)提出前年度である 2024(令和 6)年 3 月の看護助手の求人賃金は 1,190～1,299(円/時間)、看護

師の求人賃金は 1,749～1,934(円/時間)である。県議会後である 2025(令和 7)年 4 月の看護助手の求人賃

金は 1,238～1,348(円/時間)、看護師の求人賃金 1,837～2,014(円/時間)とどちらも上昇であった。10 月

4 日に神奈川県最低賃金が 1,225 円(+63 円)となり、10月の看護助手の求人賃金はさらに上昇し 1,286～
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1,412(円/時間)、看護師の求人賃金は低下し 1,774～1,938(円/時間)であった 35)。県議会と賃金の関係を

さらに調査するため、2025（令和 7）年 12月 3 日に神奈川県議会検索システムを用い、「看護」「賃金」

をキーワードとし、期間を定めず検索した。その結果、212 件の会議録が検索された。会議録の要約を神

奈川県議会議題とし、これと神奈川県の求人賃金をまとめた(表３)。 

過去 12 年間において、議題に看護師の人材確保があがると、看護師の求人賃金が翌年上昇する傾向が

見受けられ、経済学的見解が浸透しているとわかる。看護助手の賃金は毎年上昇していた。 

６．2つ目の問い「看護助手はなぜ賃上げを要望されなかったか？」の論述 

県議会において職業集団としての訴えにくさが原因だと考える。医療者の賃金は診療報酬点数を基に税

金から支払われる。そのため医療者は実績を評価されるが、職業団体として実績の主張もできる。看護助

手は看護協会に含まれず、看護協会として主張できない。病院は評価される時、労働生産性の間接的判断

である生産量の指標である「平均在院日数」等をみられている 37)。これは 1 人当たりの入院期間である。

平均在院日数の計算式(計算式１)にお

いて、評価に用いられる指標は①であ

る。1958(昭和 33)年の平均在院日数

は 62 日 38)である。1992(平成 4)年は

平均在院日数 20 日であれば病院は請

求できる仕組みを検討されたが、看護婦はそれでは看護婦の人件費が減価償却されないと再び平均在院日

数 25 日で点数がつくように交渉し、25日となった 35)。しかし保険料引き上げ政策により 2003(平成 15)

年に診療の質を維持しつつ、平均在院日数の短縮へ向けていく 37)こととなる。2004(平成 16)年、看護助

手の人数は准看護師を上回り、2006(平成 18)年に看護全体として生産性改善のために平均在院日数短縮

に取り組み、12.4 日となった 30)。看護助手の活用が国をあげて推進されるようになり、2010(平成 22)年

に日本看護協会は看護助手を管理する考え方を示した 21)31)。保健師助産師看護師法で「診療の補助」と

「療養上の世話」は看護師と准看護師の仕事としているが、2011(平成 23）年、「療養上の世話」の一部

を看護助手へ委譲する取組が１つの病院から出された 38)。看護助手を今までより多く配置し国庫支出の削

減と看護師の業務負担削減をすることに、国は手

厚い診療報酬を認め続けている。 

一方、医療者の実績のマイナス評価として医療

事故が挙げられる 37)(表４）。看護助手は件数も千

分率も少ない実績であるが、本来は 0 件にしなけ

ればならない。しかし、学校教育の無い看護助手
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は教材を用意されていない。2025（令和 7）年 10 月 20 日の私の電

話インタビュー調査では、2006(平成 18)年に TERADA 医療福祉カレ

ッジはメディカルケアワーカーの名称で資格化、ユーキャンは

2015(平成 27)年に看護助手で資格化、全国医療福祉教育協会は

2019(令和元)年に看護助手で資格化した。民間資格の教育内容は、

右記である(表５)。看護助手は必要な知識と技能を共通し、学び始

めている。採用後に病院は上記の内容も含む研修を繰り返し行い、

事故のない安心できる医療を患者へ提供している。私は、医療事故

を防ぎ患者と医療にさらに貢献できるよう医療倫理を詳しく教育に入れるべきだと考える。 

看護助手は経済学的見解と法律に含まれない他、賃金が毎年上昇していたことから、看護協会から今回

賃上げを要望されなかったと考える。私は、最低賃金と近く低い賃金である看護助手を実績に応じ評価

し、医療事故に対する詳しい教育を入れ、賃上げを要望できるようにしてはどうかと考える。 

７．問いの結論 

 名前の決まらない看護助手は、歴史と所属から賃上げに関して要望されず議論に至らなかった。 

８．私の所感 

県民は必要な日数だけを入院し、国庫や病院経営のために入院日数を努力されたくないでしょう。医療

者も患者に合う入院日数が必要だと考えるでしょう。私は、病院運営に必要な人件費は国として支払うべ

きと考える。人件費は、病院の機能や規模に無関係に必要人数分が支払われるべきである。この Lib 活で

気付いたこととして、人手不足とは経済学における労働力不足であることが多いが、看護師は人手不足に

患者が満足できるサービスの質を提供するための労働力不足を含む 37)。看護師は賞与を足した給与総額か

ら賃金を計算(計算式２)する 37)。以下、私が把握した認識の異同の箇条書きである。 

1) 看護職員に含める人は誰か 

2) 人材確保の目標は量ではなく質か 

3) 賃金に賞与や手当のどれを含めるか 

私たちは、病院の規模や母体の所在地と、国会、県市議会という議論の場の種類や、看護職種の種類に

より最低限上記の認識違いを合わせるところから始めなければならない。私は、看護助手も含めて必要な

人数と賃金の会議が必要だと考える。国が支払う点数分のお金が病院経営に足りるよう、神奈川県が国へ

働きかけてくれることを期待する。看護助手は医療者の心を大切にして私たちに接して欲しく、私たちは

それが朽ちない県政に参加したい。まずは全員で名前を決めるところから始めたい。 
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